令和８年度碧南市次世代新産業開発ベンチャー企業応援補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　令和８年度碧南市次世代新産業開発ベンチャー企業応援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、碧南市補助金交付規則（平成元年碧南市規則第28号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
（目的）
第２条　この要綱は、碧南市内でものづくりにおける次世代を担う新産業の研究開発を行い、将来のこの地域におけるものづくり産業の発展に資する事業を行う者に対して、地方創生応援税制（地域再生法(平成１７年法律第２４号)第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をいう。以下同じ。）を活用した寄附金を財源として事業の実施に要する費用を補助することにより、独自の技術開発やイノベーションを伴う次世代産業の発展を図り、本市産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
（補助対象事業）
第３条 補助の対象となるものづくりにおける次世代を担う新産業事業（以下「補助対象新産業」という。）は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 宇宙産業に関連する事業であること。
(2) 脱炭素社会の実現に資する事業（再生可能エネルギーの活用、省エネルギー技術の開発、資源循環の促進又は温室効果ガスの排出削減に寄与する事業等）であること。
２　前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。
  (1) 独自の技術開発やイノベーションを伴わない事業
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業
(3) 政治活動及び宗教活動に関連する事業
（補助対象者）
第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は，次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 碧南市内に事業所を有する者（予定を含む）
(2) 市税を滞納していない者
(3) 碧南市暴力団排除条例（平成24年碧南市条例第17号）第２条第１号に規定する暴力団でないこと若しくは同条第２号に規定する暴力団員が役員ではないこと又は暴力団と密接な関係がないこと。
２　前項の規定にかかわらず、当該年度に碧南市高度先端産業立地補助金の交付を受けたものは、補助対象者としない。
３　補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の申請に当たり、あらかじめ自ら行う事業が前条に規定する補助対象事業であることについて市長の認定を受けなければならない。
（認定の申請）
第５条　第３条第２項の認定を受けようとする者は、認定申請書に次の各号に掲げる書類
を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人の登記事項証明書の写し （個人の場合は，確定申告書又は開業届の写し）
(3) その他市長が必要と認める書類
（認定の決定）
第６条 市長は，前条の規定により提出された事業計画書等を審査し， 補助対象事業とし
て適当であると認定する事業（以下「認定事業」という。）を決定するものとする。
２　市長は，前項の認定又は不認定を決定したときは，認定（不認定）事業決定通知書
により、申請者に通知するものとする。
(地方創生応援税制を活用した寄附の公募)
第７条　市長は、認定事業に対し、地方創生応援税制を活用した寄附をする者を公募するものとする。
（補助対象経費）
第８条　補助金の対象経費は、第４条に規定する補助対象事業に係る投資又は活動経費と
する。
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 租税公課
(2) 市が実施する他の補助制度に基づき補助を受けたもの又は補助が見込まれるもの
(3) その他補助対象経費とすることが適当でないと認められる経費
（補助金の額）
第９条　市長は、認定事業を行う補助対象者（以下「認定者」という。）に対し、当該認定事業のために寄附募集期間内に集まった地方創生応援税制による寄附金の額（以下「寄附受入額」という。）を限度として、補助金を交付する。
２　補助金の額は、前項の寄附受入額と、補助対象経費の実績額のいずれか低い方の額とする。
３　市長は、総事業費を超過した寄附金については，関連する本市施策において活用するものとする。
（交付の申請）
第１０条　認定者は，補助金の交付を受けようとするときは， 補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
（交付の決定）
第１１条　市長は認定者から前条に規定する補助金交付申請書等が提出されたときは、当該申請に係る書類等を審査等し、適正であると認められるときは、補助金の交付の決定をするものとする。
２　市長は，前項の補助金の交付又は不交付を決定したときは、認定者に対して，補助金交付（不交付）決定通知書により、通知するものとする。
（認定又は交付の決定の取消し）
第１２条　市長は、認定者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、認定又は交付の決定を取り消すことができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により 認定又は交付の決定を受けたとき
(3) 認定者から認定の取り下げの申請があったとき
(4) その他市長が不適当であると認めたとき
（実績報告）
第１３条　認定者は、補助認定事業が完了したとき、実績報告書に別に定める資料を添え
て、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第１４条　市長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適正であると認
められるときは，交付すべき補助金の額を確定し、速やかに認定者に対し、補助金確定通知書により，通知するものとする。
（補助金の請求）
第１５条　前条に規定する補助金確定通知書の通知を受けた 認定者は，補助金交付請求書を市長が定める期日までに市長に提出するものとする。
（様式）
第１６条　規則及びこの要綱に定める申請書等の様式は、別に定める。
（委任）
第１７条　この規程に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が定める。令和８年４月１日から適用する。

